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2021年度 日本学生支援機構 貸与奨学金 
在学採用（二次採用）申請のしおり 

 
スケジュール 

 

申請締切 10月 11日（月） 
※郵送は当日消印有効、直接提出は当日窓口開室時間内 

申請書類 
受理連絡 
（ハガキ） 

申請書類受理連絡ハガキに不備書類の記載がある場合は、記載の提出期限までに下記申請窓口に提出し
てください。連絡なく期限までに不備書類が揃わない場合は、申請無効となります。 

採否発表 12月 9日（木） 
※C plus・大学登録のメールアドレス宛に通知 

初回振込 
12月 10日（金） 

※貸与始期 10月~12月を選択した方は選択した月からの奨学金がまとめて振り込まれます。 
※貸与始期 1月～3月を選択した方は選択した月の振込日から振込が開始されます。 

 

申請書類提出および問合せ窓口       

※提出方法や開室時間等に変更が生じた場合は奨学金Webサイトでお知らせします。 
※郵送で申請書類を提出する場合は簡易書留等記録が残る方法で行ってください。 

法・経済・商・文・総合政策・国際経営学部生 
〒192-0393 東京都八王子市東中野 742-1 
中央大学学生部事務室奨学課 
※直接提出の場合は「奨学課前の提出 BOXに投函」 
TEL 042-674-3461（平日 9:00-17:00） 
※夏季休業期間 9月 20日（月）までは平日 10:00-12:00 , 13:00-16:00 

お問合せフォーム 

理工学部生 
〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27 
中央大学学生部事務室都心学生生活課 
※直接提出の場合は「都心学生生活課前の提出 BOXに投函」 
TEL 03-3817-1716（平日 10:00-11:30 , 12:30-16:00） 
※夏季休業期間 9月 20日（月）までは平日 10:00-12:00 , 13:00-16:00 

お問合せフォーム 

国際情報学部生 
〒112-8551 東京都文京区春日 1-13-27 
中央大学学生部事務室都心学生生活課（市ヶ谷田町担当） 
※直接提出の場合は「国際情報学部事務室前の提出 BOXに投函」 
TEL 03-3513-0309（平日 10:00-12:00 , 13:00-16:00） 
※夏季休業期間 9月 20日（月）までは平日 10:00-12:00 , 13:00-16:00 

お問合せフォーム 

貸与型 学部生 
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申請のながれ 

 
 

1 
 
奨学金の概要を確認 
『奨学金を希望する皆さんへ』 

をよく読む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

『奨学金を希望する皆さんへ』 
 

 

別冊『奨学金を希望する皆さんへ』をよく読んで希望する奨学金を決める。 
※各項目については掲載ページをよく読んでください。 

貸与奨学金の種類について 
 

※二次採用は第二種奨学金（有利子）のみです。 
 

掲載ページ 

P6-7 

貸与奨学金の申込資格について 
申込資格を満たし、かつ学力・家計・人物基準を満たした学生を対象
に奨学委員会で総合的な判定を行い、日本学生支援機構に推薦しま
す。 

掲載ページ 

P9-10 

貸与奨学金月額について 
掲載ページ 

P6-7 

学力基準について 

「第一種奨学金のみ」または「第一種・第二種奨学金の併用」 

１
年
生 

■出身学校長発行調査書の評定平均値が 3.5以上の者。 

■高等学校卒業程度認定試験の合格者。 

２
年
生
以
上 

■前年度までに標準修得単位数（★1）を修得済であり、かつ
前年度までの通算 GPAが 2.80以上の者。 

学力基準の緩和について 

次の①～③のいずれかの条件に該当する場合は、学力基準を満たすもの
として日本学生支援機構に推薦します。 

① 生計維持者（原則父母）の令和 2 年度の住民税（市区町村民税所得
割）が非課税である。 

② 生計維持者（原則父母）が生活保護を受給している。 
③ 社会的養護を必要とする人（★2）。 

「第二種奨学金のみ」 

１
年
生 

■大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見
込みがあると認められる者。 

２
年
生
以
上 

下記のいずれかに該当する者 
■前年度までの修得単位が標準修得単位数（★1）をおおむね
満たしており、かつ学業成績が所属学部の平均水準以上であ
る者。 

■大学における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見
込みがあると認められる者。 

★1  標準修得単位数＝卒業必要単位数÷4年×（新学年－1） 
★2  児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム、

ファミリーホームの出身者。里親に養育された人。 
 

掲載ページ 

P10 

https://www.chuo-u.ac.jp/uploads/2021/03/7896_taiyoannnai.pdf
https://www.chuo-u.ac.jp/uploads/2021/03/7896_taiyoannnai.pdf
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家計基準について 掲載ページ 

P11-12 

人物基準について 掲載ページ 

P10 

貸与始期について 
2021年 10～2022年 3月のうち希望する月 

掲載ページ 

P15-16 

利率について（第二種奨学金のみ） 掲載ページ 

P16-17 

返還方法について 掲載ページ 

P18-19  
保証制度について 
(ァ) 機関保証制度 
(ィ) 人的保証制度 

掲載ページ 

P.22-26 

2 奨学金申請書作成 
（様式 1） 

『別冊様式集』の「奨学金申請書（様式 1）」を作成する。 
※本紙 P.6-7の「奨学金申請書の記入上の注意」を参照してください。 

3 家計状況申告書作成 
（様式 2） 

『別冊様式集』の「家計状況申告書（様式 2）」の「申込時点の収入・状況」と
してあてはまるものに全てチェックし、必要な証明書を準備してください。ま
た、証明書をもとに「収入」欄に 1年間の収入金額を作成してください。 

4 証明書類の準備 
（該当者のみ） 

「家計状況申告書（様式 2）」に基づき、大学に提出必要な証明書がある場合
のみ提出してください。 
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スカラネット入力 
（インターネット入力） 

① 別冊『スカラネット入力上の注意』を読み、「スカラネット入力下書き用紙」
を作成する。 

※「スカラネット下書き用紙」は別冊『奨学金を希望する皆さんへ』に挟み込まれています。 

ID・パスワードは 2種類必要です。 

あなたの 

識別番号 

ID 
パスワード 

※配付する書類に記載しています。 

マイナンバー 

提出書情報 

申込 ID 
パスワード 

「マイナンバー提出書」に記載しています。 

② スカラネット入力（インターネット入力）をする。 
③ 入力完了時に表示される「受付番号」を「申請用封筒」に記入する。 

 
6 

確認書兼個人信用情
報の取扱いに関する

同意書作成 

「確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書」を作成する。 
※申請者が未成年の場合は親権者欄（父母等）の記入が必要です。 
※所定用紙は別冊『奨学金を希望する皆さんへ』の巻末に綴じ込まれていますので切取
って使用してください。 

 
7 マイナンバー提出 

(日本学生支援機構へ提出) 

① 確認書類（マイナンバーカード等）を準備する。 
② マイナンバー提出書を作成（スカラネット入力時の受付番号を記入）する。 
③ マイナンバー提出用セットに同封の「提出用封筒」に①②を同封の上、郵便
窓口で簡易書留にて郵送する（スカラネット入力後 1週間以内必着）。 

※父母のいずれかが無職・無収入でも「生計維持者」として、父母両方の提出が必要です。 
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申請書類提出 
（郵送） 

① 申請書類一式を申請用封筒に入れる（不足書類がないか確認する）。 
② 所属学部対象の申請窓口の「宛名用紙（様式 11）」を封筒の裏面に貼る。 
③ 所属学部対象の申請窓口に申請書類を提出する。 
※郵送は当日消印有効、直接提出は当日窓口開室時間内 
※郵送は簡易書留等記録が残る方法で行う 

※1年生は「出身学校長発行調査書」を提出してください(卒業後に発行をうけたもの・
厳封のこと)。「卒業見込」となっているものや「成績証明書」は受付できません。 

※高等学校卒業程度認定試験合格者は、同試験の「合格成績証明書」（コピー）を提出

してください。 

※学士・編入者は以前在籍していた大学等発行の「学業成績証明書（原本）」を提出し

てください。 

9 申請書類受理連絡 
ハガキの受領 

申請書類受理連絡ハガキに不備書類の記載がある場合は、別途指定する提出期限までに
申請窓口に提出してください。連絡なく不備書類が揃わない場合は、申請無効となりま
す。 

 

収入に関する証明書類の説    内は様式 2（家計状況申告書）の対象項目を表しています。 

提出書類（証明書等）はマイナンバー（個人番号）の記載のないものを提出してください。 
マイナンバー（個人番号）が印字されている場合は、黒く塗りつぶしてから提出してください。 

年収（見込）証明書【原本】 1-1-2,1-3 ＜様式３＞ 

2020年1月1日時点で海外勤務により日本国内に住民票がなかった方、2020年1月2日以降に就職または転職した方、
退職予定の方、2020年中に休職期間がある方等年収に大きく変動がある方は、所得を受けている勤務先で別冊の様式3
を発行してもらってください。勤務先に証明書の発行を依頼することが難しい場合は、給与明細書を提出してください。 

令和2年分源泉徴収票【コピー可】 1-2,10-2  

源泉徴収票は、勤務先から交付されている書類です。手元にない場合は、勤務先に再発行を依頼してください。2020年１月～１２
月分の給与額などが記載されているか確認してください。 

給与明細書【コピー可】 1-3 ＜様式４＞ 

前述年収（見込）証明書の提出が著しく困難な場合は、「給与明細書(コピー)貼付用紙」(様式4)に必要事項を必ず記入
し、直近3ヶ月以上（海外勤務による方は2020年1月～12月分）の給与明細書のコピーを貼付して提出してください。 

令和2年分確定申告書（第一表と第二表）の控【コピー可】 2-2 

「令和2年分所得税確定申告書」に税務署受付印があるものを提出してください。電子申告の場合は、「電子申告者、
受付番号、受付日時」が判る証明書(コピー)を提出してください。 
税務署印がない場合は、所得証明書も併せて提出してください。(控)が手元にない場合は、確定申告書を提出した
税務署で確定申告書のコピーの発行を依頼し、提出してください。確定申告をしていない場合は、「令和3年度（令
和2年分）市区町村民税申告書」を提出してください。 
複数の所得があり「所得の内訳書」の作成がある場合は、そのコピーも提出してください。 

開業後の収入状況書 2-3                                                                    ＜様式５＞ 

2020年1月2日以降に開業した方、2020年中に休業期間がある自営業の方は、1年間の収入見込みを算出する必要があ
るため、収入を得ている方が「開業後の収入状況書」(様式5)を作成し提出してください。 

雇用保険受給中の証明書 3                                      ＜ハローワーク＞ 

雇用保険受給資格者証（表裏）のコピー。 
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傷病手当金通知書【コピー可】 5 ＜全国健康保険協会等＞ 

傷病手当金を受給中の場合、全国健康保険協会等から発行される傷病手当金通知書の直近3ヶ月分を提出してください
（受給実績が3ヶ月に満たない場合は受給開始月以降の分で構いません）。給与も支給されている場合は、休職中の年
収見込証明書、または給与明細のコピー（余白に計算式を記入）も添付してください。 

年金振込通知書等【コピー可】 6                                  ＜日本年金機構等＞ 

「年金振込通知書」・「年金額改定通知書」・「年金証書」【いずれもコピー可】等を提出してください。通知を紛失した
場合は、発行元に再発行を依頼してください。 

公的手当（児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当等）の通知書等【コピー可】 7 ＜所轄の市区町村役場＞ 

公的手当（児童手当※１・児童扶養手当※2・特別児童扶養手当等※３）を受給している方が提出します。申込時点での受
給額が記載された通知書等を提出してください。年額を給与所得として計算します。 
公務員等、勤務先から児童手当を受給している場合は、支給があった直近の給与明細書または勤務先発行の証明書（任
意様式）を提出してください。通知を紛失した場合は、通帳のコピー（口座名義人氏名が記載された箇所・手当の直近
の振込の箇所）を提出してください。 

援助額証明書 8 ＜様式７＞ 

祖父母または親戚等からの援助金、離婚後の養育費等がある場合は、年額の証明が必要です。援助者本人が記入し、署
名・押印のうえ提出してください。離婚後の養育費等については、公正証書（公証役場発行）や調停調書（家庭裁判所
発行）【いずれもコピー可】でも構いません。 

その他 9                                          ＜通知書発行の機関＞ 

1～8以外の公的手当等を受給している方は、受給金額が記載された通知書のコピーを提出してください。 

収入に関する事情書 8,10-2,10-3                                                   ＜様式６＞ 

以下の場合、提出が必要です。 

●上記8の援助額証明書が提出できない方、または無職の方（2019年1月2日以降に退職・廃業により無収入となった
場合）で下記、退職・廃業の証明書に記載の書類が提出できない場合。 

●生計維持者2名とも「収入に関する事情書」の提出が必要となる場合は、それぞれの生計維持者について作成してく
ださい。 

●家庭事情が下記のいずれかに該当する場合。 
※特別な家庭事情（長期別居など）がある場合。 
※世帯として収入が無収入または少ない場合。 
※生活費の援助を受けている場合。 

退職・廃業の証明書 10-2               ＜ハローワーク、退職した勤務先、市区町村役場、裁判所＞ 

2020年1月2日以降に退職・廃業して現在無収入である方（親族等からの援助を含め、一切収入がない）が提出します。
離職票【コピー可】、退職証明書、源泉徴収票（退職欄に日付の記載があるもの）【コピー可】、健康保険の資格喪失
証明書【コピー可】、廃業届受理証明【コピー可】、破産手続開始決定通知【コピー可】のいずれかの証明書を提出し
てください。 

 
※１児童手当とは、中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を養育している方  

に支給される手当のこと。  

※２児童扶養手当とは、18歳に達する日以後最初の３月31日までの児童または、20歳未満で政令で定  
める程度の障害の状態にある児童を監護している父子・母子家庭の父または母や、父母にかわって  
その児童を養育している方に支給される手当のこと。  

※３特別児童扶養手当とは、20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している  
  父母等に支給される手当のこと。  
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奨学金申請書（様式 1）の記入上の注意 

 

■黒ボールペン（消せるものは不可）を使用し、申請者本人が自筆で太線内を漏れなく記入してください。  

■スカラネット入力した所得金額と事務方で算出した所得金額に相違がある場合は、算出した金額に書き換えます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＊生計を一にする祖父母がいる場合は、記入して

ください。 
 
＊生計が別の兄弟姉妹は記入しないでください。 

  ＜例＞一人暮らしで社会人の姉 

 
ひとり親家庭の方、父母のい
ずれかが無職の場合は、必ず
記入してください。 

中学生以下の兄弟がいる場
合は、児童手当認定通知書
を提出してください。 

（P5 参照） 
 
P8 を参照し、必要な書類を
提出してください。 
書類の提出がない場合、不
備などがある場合は、控除
の対象となりません。 

✔ 

✔ 
✔ 

「給付奨学金」との併給調整で第一種奨

学金の振込がない方や、給付奨学金の適

格認定等で停止中の方も☑を入れてくだ

さい。 

 
＊複数勤務の方は、すべての

職業を記入てください。 

1 年生で現在奨学金受給中の

方は受給中の奨学金に☑を入

れてください。 
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＊奨学金希望理由は詳細に記入

すること。 
 
＊箇条書きは不可。 

 
＊必ず保証人本人が自筆で

記入すること。 
 

 

＊この欄は申請書の記載内容を誓約していただくため、奨

学金の保証形態にかかわらず、大学に届け出の保証人（原則

父又は母）が署名して下さい。 

 
＊記入日を記入すること。 
 また現住所は記入日時点の住所を記入すること。 
 

10 
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特別控除の条件と必要書類 

＊特別控除として所得金額から控除（ﾏｲﾅｽ）されます。 

2021年4月1日現在、下記に該当する項目がある場合は、「奨学金申請書」(様式１)の③特別控除欄の番号に○をつけ必要書
類を提出してください。 

 家庭事情 提出が必要な書類 （原則コピー可・一部原本） 発行所・作成者 
1 母子または父子家庭の世

帯 
 

「奨学金申請書（様式１）」の②、③欄に記入してください。 
※同一生計の祖父母がいる場合、祖父母の所得証明書を必ず提出して
ください。 

市区町村役場発行 
 

2 ６ヶ月程度以上、要介護 
状態(常に就床を要する)
の方がいる世帯 
 
＊要介護認定 4、5の方が
対象 

下記２点を必ず提出してください。 
①介護保険被保険者証のコピー（全てのページ） 
②要介護状況書 
＊生計維持者が下記①～④について記入・作成すること［様式自由］。
①要介護者氏名、②現状の説明『介護されなければ自分で排泄が出
来ない程度以上の状況が****年**月**日より継続しています』
等、③生計維持者署名 ④書類作成日 

 
①市区町村役場発行 
 
②生計維持者 

障害がある方がいる世帯 障害者手帳・療育手帳(愛の手帳・緑の手帳等) 
特定医療費（指定難病）受給者証等 

市区町村役場発行 

3 主たる生計維持者が、単身
赴任で別居している世帯 
 

赴任先の（少なくとも）１ヶ月分の住居費、電気・ガス・水道料金の
支出額を証明する書類：自己負担分のみ  
単身赴任実費計算書 （様式８） 
＊新聞代・電話代・駐車場代等は除く。 
＊生計維持者宛の領収書(住所等の単身赴任先が判る領収書)に限る。 
＊社宅(寮)に居住し、給与から施設利用料等が控除されている場合
は、その事実が判る給与明細書のコピー又は勤務先からの証明書を
提出してください。 

不動産会社、 
各種水光熱関連会社、 
勤務先等 

4 ６ヶ月以上療養中の方 
がいる世帯 
(入院治療・自宅療養・
通院治療) 
 
＊療養期間が6ヶ月未満で
あっても、診断書に、今
後6ヶ月以上の療養が見
込まれる旨の明記がされ
ている場合は控除対象と
します。 

 
＊労働災害補償保険法によ
る療養(補償)給付受給者
は対象外です。 

下記３点を必ず提出してください。 
①診断書又は療養状況書 
＊生計維持者が下記①～⑦について記入・作成すること［様式自由］。 
 ①長期療養者氏名、②病名、③療養開始年月、④今後の療養期間 
の見通し、⑤通院している病院名・受診科名、⑥生計維持者署 
名⑦書類作成年月日 

②経常的に支出している金額を証明する書類 
保険適用の自己負担分のみ 
（医療明細書、入院・通院治療費の領収書等 1年分） 

＊個人別・病院別・日付順にまとめること。 
＊療養期間が 1年に満たない場合は当該月分の書類を提出し、 
 余白に 1ヶ月当たりの通院回数を記入すること。 
③長期療養費計算書（様式 9） 

 
①医師又は生計維持者 

 

 
②病院・薬局・介護 
サービス提供事業者等 

 
 
 
 

③生計維持者 

5 火災または盗難等の被害
を受けた世帯 

下記 2点を必ず提出してください。 
①被害を受けたことの証明書（罹災証明書・被災証明書・盗難届の証
明書（届出受理番号）等） 

②被害により生じた実費を証明する領収書のコピー等 
＊支出の増加または収入の減少の発生後 1 年に満たない場合は、発
生した月以降の分で構いません。 

＊条件に該当しても特別控除を希望しない場合、申告は不要です。 

消防署、 
市区町村役場発行 

提出前に確認してください！ 
・申請書類に故意に事実と相違している内容を記載した場合には、申請が無効となります。 
・家計事情を確認するにあたって、追加で書類の提出を求める場合もあります。 
・提出された書類は一切返却しません。大学の所定用紙（様式）がある場合、必ず所定のものを使用してください。 


